
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

全日本美容業生活衛生同業組合連合会 

このチラシは概要を説明したものです。 

詳しい内容については各都道府県美容組合までお問い合わせください。 

 

休業補償  

仕事をお休みした時に… 

1 か月あたりの負担額が 500円(1口)で 

最長 1年間休業中の暮らしをバックアップ！ 

￮ 美容業にぴったりの充実した補償。 

￮ ケガだけでなく病気も補償。 

￮ 医師の指示による通院・自宅療養期間も補償。 

共済制度 

1店舗あたり年間 1,600 円の掛金で 

1事故につき最大 1億円を補償！ 

 
￮ パーマやカラーの事故（かぶれや衣服の汚れ）などを補償。 

その他、預かったメガネやバッグの破損なども補償。 

￮ 訪問美容、ネイル、エステ、まつ毛エクステの事故も補償。 

サロンで事故があった時に… 

美賠責 
（美容所賠償責任補償制度） 

1口 400円～の月掛金で 
万が一の死亡保険金が 100万円 

全美連独自の特別給付金も充実！ 

総合福祉 

いざという時に… 

￮ 若いスタッフにうれしい！結婚、子供誕生祝金。 

￮ 節目のお祝いに！還暦、古希、銀婚、金婚祝金。 

￮ 健康が気になる世代に！人間ドック補助金。 

￮ もしもの入院時にお見舞金など。 

共済制度 

2024.06 

３つの安心共済 

 美賠責・休業補償共済制度  引受保険会社  

損害保険ジャパン株式会社  医療・福祉開発部第二課 
〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1  Tel 03（3349）5137  
受付時間：平日 9：00～17：00（土日、祝日、12/31～1/3 を除く） 

 総合福祉共済制度  引受保険会社  

ジブラルタ生命保険株式会社（事務幹事）、住友生命保険相互会社 
ジブラルタ生命本社：〒100-8953 東京都千代田区永田町 2-13-10 
コールセンター：Tel 0120（37）2269（受付時間：平日 9：00～18：00 

土曜 9：00～17：00  日曜、祝日、12/31～1/3 を除く） 
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